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第第第第２２２２編編編編    河川編河川編河川編河川編 

第１章第１章第１章第１章    河川環境調査河川環境調査河川環境調査河川環境調査 

 

 

第１節 河川環境調査の種類 

 

第 2101 条 河川環境調査の種類 

河川環境調査の種類は、下記のとおりとする。 

（１）環境影響評価 

（２）河川水辺環境調査 

 

第２節 環境影響評価 

 

本調査は、「堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測

及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措

置に関する指針等を定める省令」（（平成 25 年 4 月 1 日国土交通省令第 1 号）、

「湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予

測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための

措置に関する指針等を定める省令」（（平成 25 年 4 月 1 日国土交通省令第 28 号）

及び「放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び

評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に

関する指針等を定める省令」（平成 25 年 4 月 1 日国土交通省令第 28 号）（以下こ

の節において「技術指針省令」という）に準拠して実施するものとする。 

 

第 2102 条 環境影響評価の区分 

環境影響評価の区分は、次の内容に定めるところによる。 

（１）計画段階配慮書（案）の作成 

（２）方法書（案）の作成 

（３）環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定 

（４）調査 

（５）予測及び評価並びに環境保全措置の検討 

（６）準備書（案）の作成 

（７）評価書（案）の作成 

（８）評価書の補正等 
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第 2103 条 計画段階配慮書（案）の作成 

１．業務目的 

本業務は、計画段階配慮書(以下この節において「配慮書」という。)に記載

すべき事項についてとりまとめ、法手続きに必要とされる主務大臣への送付等

に資する配慮書（案）、要約書（案）を作成することを目的とする。 

 

２．業務内容 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

（２）対象事業内容（事業特性）の把握 

受注者は、技術指針省令第四条第１項第一号に規定された対象事業の内

容（以下この節において「事業特性」という。）に関して、設計図書に示

される資料より当該対象事業の内容を把握するものとする。 

（３）現地踏査 

受注者は、設計図書に示す事項に関して現地踏査を実施し、対象事業実

施区域の当該事項の状況について把握するものとする。 

（４）対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況（地域特性）の把握 

受注者は、入手可能な最新の文献その他の資料を収集することにより、

技術指針省令第四条第１項第二号に掲げる事項の区分に応じて、対象事業

実施区域及びその周囲の自然的社会的状況（以下この節において「地域特

性」という）を把握するものとする。 

（５）計画段階配慮事項の選定 

受注者は、把握した事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第五

条に従い、当該事業の計画段階配慮事項の選定を行うものとする。 

（６）調査、予測及び評価の手法の選定 

受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、当該事業の計画

段階配慮事項について、技術指針省令第六～十条に従い、調査、予測及び

評価の手法の選定を行うものとする。 

（７）配慮書（案）の作成 

受注者は、前（２）～（６）を基に、配慮書（案）を作成するものとす

る。 また、配慮書（案）を要約した要約書（案）を作成するものとする。 

（８）位置等に関する複数案の設定 

受注者は、技術指針省令第三条に規定された主旨に従い、当該事業が実

施されるべき区域の位置又は規模に関する複数の案を適切に設定するもの

とする。 
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（９）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（10）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 2104 条 方法書（案）の作成 

１．業務目的 

本業務は、技術指針省令第十七条に規定された対象事業の方法書に記載すべ

き事項についてとりまとめ、法手続きに必要とされる都道府県知事等への送付、

公告および縦覧に供される方法書（案）を作成することを目的とする。 

 

２．業務内容 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

（２）対象事業内容（事業特性）の把握 

受注者は、技術指針省令第二十条第１項第一号に規定された対象事業の

内容（以下この節において「事業特性」という。）に関して、設計図書に

示される資料より当該対象事業の内容を把握するものとする。 

（３）現地踏査 

受注者は、設計図書に示す事項に関して現地踏査を実施し、対象事業実

施区域の当該事項の状況について把握するものとする。また、必要に応じ

て写真撮影を行うものとする。 

（４）対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況（地域特性）の把握 

受注者は、入手可能な最新の文献その他の資料を収集することにより、

技術指針省令第二十条第１項第二号に掲げる事項の区分に応じて、対象事

業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況（以下この節において「地域

特性」という）を把握するものとする。 

（５）環境影響評価の項目の選定 

受注者は、把握した事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第二

十一条に従い、当該事業の環境影響評価の項目の選定を行うものとする。 

（６）調査、予測及び評価の手法の選定 

受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、当該事業の選定

項目について、技術指針省令第二十二～二十七条に従い、調査、予測及び
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評価の手法の選定を行うものとする。 

（７）方法書（案）の作成 

受注者は、前（２）～（６）を基に、技術指針省令第十七条に掲げる事

項の区分に従い、方法書（案）を作成するものとする。 また、方法書

（案）を要約した概要版を作成するものとする。  

（８）環境影響を受ける範囲であると認められる地域の設定 

受注者は、技術指針省令第十八条に規定された主旨に従い、当該事業の

選定項目に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を設定する

ものとする。 

（９）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（10）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 2105 条 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定 

１．業務目的 

本業務は、対象事業の環境影響評価の調査を実施するに当たって、技術指針

省令第二十条に規定された事業特性及び地域特性に関する情報を把握し、方法

書に記載された環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法に検討を

加えることにより、適切に環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手

法を選定することを目的とする。 

２．業務内容 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

（２）事業特性の把握 

受注者は、技術指針省令第二十条第１項第一号の規定に従い、方法書に

記載された事業特性について、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び

評価の手法に検討を加えるに当たって見直すことが必要な情報を把握する

ものとする。 

（３）地域特性の把握 

受注者は、技術指針省令第二十条第１項第二号の規定に従い、方法書に

記載された地域特性について、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び

評価の手法に検討を加えるに当たって見直すことが必要な情報を把握する
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ものとする。 

（４）環境影響評価の項目の選定 

受注者は、把握した事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第二

十一条に従い、必要に応じ当該事業の環境影響評価の標準項目の削除又は

追加を行うものとする。 

（５）調査、予測及び評価の手法の選定 

受注者は、把握した事業特性及び地域特性を踏まえ、当該事業の選定項

目について、技術指針省令第二十二～第二十七条に従い、調査、予測及び

評価の手法を選定するものとする。なお、必要に応じ当該事業の選定項目

について、調査、予測の標準手法の簡略化又は重点化を行うものとする。 

（６）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（７）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 2106 条 調査 

１．業務目的 

本業務は、対象事業の事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第二十

四条に基づいて、選定された項目の調査の手法に従い調査を実施することを目

的とする。 

２．業務内容 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

（２）調査 

１）受注者は、対象事業において選定された項目の調査の手法に基づき、

調査すべき情報、調査の基本的な手法、調査地域、調査地点、調査期間

等を具体に明記した調査の計画を作成するものとする。 

２）受注者は、調査計画に基づき調査を実施するものとする。 

３）受注者は、適切に予測及び評価を行うために、前項の調査の結果につ

いて、調査内容を踏まえ整理するものとする。 

（３）調査結果の解析 

受注者は、必要に応じ調査地域における環境の現状を解析し、予測及び

評価を行うための資料をとりまとめるものとする。 
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（４）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（５）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 2107 条 予測及び評価並びに環境保全措置の検討 

１．業務目的 

本業務は、事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第二十五条、二十

六条に基づき、選定された項目の予測及び評価を実施すると共に、技術指針省

令第二十八条に基づき、必要に応じて行う環境保全措置及び事後調査の検討を

行うことを目的とする。 

２．業務内容 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

（２）予測 

１）受注者は、技術指針省令第二十五条の主旨に従い、当該事業の方法書

に記載された選定項目の予測の手法に基づき、予測の基本的な手法、予

測地域、予測地点、予測対象時期等を具体に明記した予測の計画を作成

するものとする。 

２）受注者は、選定項目に係る評価において、必要とされる水準が確保さ

れるよう環境の状況の変化又は環境への負荷の量について、定量的、若

しくは定性的に予測するものとする。 

（３）環境保全措置の検討 

受注者は、技術指針省令第二十九～第三十一条の主旨に従い必要に応じ

適切に環境保全措置の検討を行うものとする。 

（４）事後調査の検討 

受注者は、技術指針省令第三十二条の主旨に従い必要に応じ事後調査の

項目及び手法について適切に検討を行うものとする。 

（５）評価 

受注者は、技術指針省令第二十六条の主旨に従い調査及び予測の結果並

びに環境保全措置の検討を行った結果について適切に評価するものとする。 

（６）総合評価 

受注者は、技術指針省令第三十三条第６項の主旨に従い調査の結果の概
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要及び前述の（２）～（５）をとりまとめ、環境影響評価の総合的な評価

の一覧を作成するものとする。 

（７）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（８）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 2108 条 準備書（案）の作成 

１．業務目的 

本業務は、技術指針省令第三十三条に規定された準備書に記載すべき事項に

ついてとりまとめ、法手続きに必要とされる都道府県知事等への送付、公告及

び縦覧に供される準備書（案）、要約書（案）を作成することを目的とする。 

２．業務内容 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

（２）準備書（案）の作成 

受注者は、技術指針省令第三十三条の主旨に従い、準備書に記載すべき

事項についてとりまとめ準備書（案）を作成するものとする。 

（３）要約書（案）の作成 

受注者は、準備書（案）を要約した書類としての要約書（案）を作成す

るものとする。 

（４）環境影響を受ける範囲であると認められる地域の設定 

受注者は、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地

域としての関係地域を、調査及び予測の結果から設定するものとする。 

（５）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（６）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 2109 条 評価書（案）の作成 

１．業務目的 
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本業務は、準備書についての意見を踏まえ、技術指針省令第三十四条に規定

された対象事業の評価書に記載すべき事項についてとりまとめ、法手続きに必

要とされる免許等を行う者等に送付するための評価書（案）を作成することを

目的とする。 

２．業務内容 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

（２）評価書（案）の作成 

受注者は、技術指針省令第三十四条の主旨に従い、評価書に記載すべき

事項についてとりまとめ評価書（案）を作成するものとする。 

（３）要約書（案）の作成 

受注者は、評価書（案）を要約した要約書（案）を作成するものとする。 

（４）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（５）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 2110 条 評価書の補正等 

１．業務目的 

本業務は、評価書を補正する必要がある場合には、その検討を行ったうえで

評価書、要約書について所要の補正をし、法手続きに必要とされる免許等を行

う者等への送付、公告及び縦覧に供される評価書（案）、要約書（案）を作成

することを目的とする。 

 

２．業務内容 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

（２）評価書の補正等 

受注者は、必要に応じ評価書の記載事項に検討を加え当該事項の修正、

所要の補正を行うものとする。 

（３）要約書の修正等 
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受注者は、必要に応じ要約書の記載事項に検討を加え当該事項の修正等

を行うものとする。 

（４）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（５）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする 

 

第３節 河川水辺環境調査 

 

本調査は、河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】（リバーフロント

整備センター・平成 18 年 8 月）及び河川水辺総括資料作成調査の手引き（案）（リ

バーフロント整備センター・平成 13年 8 月）に準拠して、実施するものとする。 

 

第 2111 条 河川水辺環境調査の区分 

河川水辺環境調査の区分は、次の各項に定めるところによる。 

（１）基本調査 

１）魚類調査 

２）底生動物調査 

３）植物調査 

４）鳥類調査 

５）両生類・爬虫類・哺乳類調査 

６）陸上昆虫類等調査 

７）河川環境基図作成調査 

（２）河川空間利用実態調査 

（３）河川水辺総括資料作成調査 

 

第 2112 条 魚類調査 

１．業務目的 

本調査は、河川における魚介類の生息状況を把握することを目的とする。 

２．業務内容 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

（２）事前調査 
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受注者は、現地調査を行う前に、設計図書に基づき、文献調査及び聞き

取り調査を実施するものとする。 

なお、文献の収集及び聞き取り相手の選定にあたっては、「河川水辺の

国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】（リバーフロント整備センタ

ー・平成 18 年 8 月）」に基づき、学識経験者の助言を得るようにする。 

（３）現地調査計画策定 

受注者は、全体調査計画書および事前調査の成果を踏まえ、調査区域を

設定した上で現地踏査し、調査計画を検討、策定し、調査職員の承諾を得

るものとする。 

なお、計画策定にあたっては、「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュ

アル【河川版】（リバーフロント整備センター・平成 18 年 8 月）」に基

づき、学識経験者の助言を得るようにする。 

（４）現地調査 

受注者は現地調査計画に基づき、調査を実施するものとする。 

（５）調査成果のとりまとめ 

受注者は、調査成果について所定の様式に基づき、下記のようにとりま

とめるものとする。 

１）考察・評価 

受注者は、調査成果について「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュ

アル【河川版】（リバーフロント整備センター・平成 18 年 8 月）」に

基づき、学識経験者の助言を仰ぎ、評価をとりまとめ、考察を行う。 

２）データの入力 

受注者は、「河川水辺の国勢調査入出力システム【河川版】（Ver3.7 

0）（リバーフロント整備センター・平成 24 年度版）」に基づき調査デ

ータの入力を行う。 

（６）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（７）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 2113 条 底生動物調査 

１．業務目的 

本調査は、河川の水域における底生動物の生息状況を把握することを目的と

する。 

２．業務内容 
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（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

なお、（２）事前調査、（３）現地調査計画策定、（４）現地調査につ

いては、第 2112 条魚類調査に準ずるものとする。 

（５）室内分析 

受注者は、現地調査において採集したサンプルを室内に持ち帰り、ソー

ティングを行い、ついで、種の同定、種ごとの個体数の計数を行うものと

する。また、定量採集においては、サンプルの湿重量の測定を行い、「河

川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】（リバーフロント整備

センター・平成 18 年 8 月）」にもとづき標本を作製するものとする。 

（６）調査成果のとりまとめ 

受注者は、調査成果のとりまとめについて、第 2112 条魚類調査第２項

（５）に準ずるものとする。 

（７）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（８）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 2114 条 植物調査 

１．業務目的 

本調査は、河川内における植物に関する植生調査等の生育状況を把握するこ

とを目的とする。 

２．業務内容 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

なお、（２）事前調査、（３）現地調査計画策定、（４）現地調査、

（５）調査成果のとりまとめについては、第 2112 条魚類調査に準ずるも

のとする。 

（６）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 
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（７）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 2115 条 鳥類調査 

１．業務目的 

本調査は、河川内における鳥類の生息状況を把握することを目的とする 

２．業務内容 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

なお、（２）事前調査、（３）現地調査計画策定、（４）現地調査、

（５）調査成果のとりまとめについては、第 2112 条魚類調査に準ずるも

のとする。 

（６）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（７）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 2116 条 両生類・爬虫類・哺乳類調査 

１．業務目的 

本調査は、河川内における両生類・爬虫類・哺乳類の生息状況を把握するこ

とを目的とする。 

２．業務内容 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

なお、（２）事前調査、（３）現地調査計画策定、（４）現地調査、

（５）調査成果のとりまとめについては、第 2112 条魚類調査に準ずるも

のとする。 

（６）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 
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（７）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 2117 条 陸上昆虫類等調査 

１．業務目的 

本調査は、河川内における陸上昆虫類等の生息状況を把握することを目的と

する。 

２．業務内容 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

なお、（２）事前調査、（３）現地調査計画策定、（４）現地調査につ

いては、第 2112 条魚類調査に準ずるものとする。 

（５）室内分析 

受注者は、現地調査において採集した陸上昆虫類等を室内に持ち帰り、

調査地区ごとに同定及び計数を行い、「河川水辺の国勢調査 基本調査マ

ニュアル【河川版】（リバーフロント整備センター・平成 18 年 8 月）」

にもとづき標本を作製するものとする。 

（６）調査成果のとりまとめ 

受注者は、調査成果のとりまとめについて、第 2112 条魚類調査第２項

（５）に準ずるものとする。 

（７）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（８）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 2118 条 河川環境基図作成調査 

１．業務目的 

河川環境基図を作成するため、河川内における植生の状況、河道の瀬と淵の

状況、水際部の状況、河川横断施設の状況等の河川環境からみた河川状況を把

握することを目的とする。 

２．業務内容 

（１）計画準備 
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受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

（２）資料調査 

受注者は、現地調査を行う前に、設計図書に基づき、文献調査及び聞き

取り調査を実施するものとする。 

 

（３）現地調査 

受注者は、資料調査の成果を踏まえ、調査を実施するものとする。 

（４）調査成果のとりまとめ 

受注者は、調査成果について所定の様式に基づき、とりまとめ、河川環

境基図を作成するものとする。 

（５）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（６）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 2119 条 河川空間利用実態調査 

１．業務目的 

河川空間の利用者数、利用状況等河川空間の利用実態を把握することを目的

とする。 

２．業務内容 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

（２）河川空間利用実態調査 

受注者は、「河川水辺の国勢調査マニュアル（案）(河川空間利用実態

調査編)（国土交通省 平成 16年 3月）」に基づき、河川空間の利用実態

として有料施設区域の調査、定点観測、区間観測等を行い、集計を行うも

のとする。 

（３）川の通信簿 

受注者は、河川空間の調査として、利用者のニーズの把握等を行い、集

計を行うものとする。 

（４）調査成果のとりまとめ 
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受注者は、調査成果について所定の様式に基づき、とりまとめ、考察を

行うものとする。 

（５）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（６）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 2120 条 河川水辺総括資料作成調査 

１．業務目的 

河川水辺の国勢調査結果を総括的にとりまとめ、総括資料を作成することを

目的とする。 

２．業務内容 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握した上で、設計図書に示す業務内容

を確認し、第 1112 条業務計画第 2 項に示す事項について業務計画書を作

成し、調査職員に提出するものとする。 

（２）資料調査 

受注者は、設計図書および「河川水辺総括資料作成調査の手引き（案）

（リバーフロント整備センター・平成 13年 8 月）」に基づき、河川水辺

の国勢調査の結果を収集・整理し、総括的な考察検討をおこなうものとす

る。 

（３）調査成果のとりまとめ 

受注者は、調査成果について、所定の様式に基づき、とりまとめ、河川

調査総括図を作成するものとする。 

（４）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（５）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び設計業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第４節 成果物 

 

第 2121 条 成果物 

１．環境影響評価 
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受注者は、表２.１.１に示す成果物を作成し、第 1117 条成果物の提出に従

い、２部納品するものとする。 

 

表 2.1.1 成果物一覧表 

成果物項目 摘要 

環境影響評価報告書一式 ※１ 

方法書（案）  

準備書（案） ※２ 

評価書（案） ※２ 

 

※１ 環境影響評価報告書には、評価項目・調査・評価手法の選定、調査、予測・

評価及び環境保全措置の検討等の報告書を含むものとする。 

※２ 要約書（案）を含むものとする。 

 

２．河川水辺環境調査 

受注者は、報告書を成果物として発注者に提出するものとする。このほか、

設計図書の指示により、標本を提出するものとする。 


